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日
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（
質
問
の 

二
一
） 

答

弁

第

二

一

号 
   

衆
議
院
議
員
瀬
野
栄
次
郎
君
提
出
食
品
衛
生
監
視
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
二
一
号 

昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 

芳 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
瀬
野
栄
次
郎
君
提
出
食
品
衛
生
監
視
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
が
置
い
て
い
る
食
品
衛
生
監
視
員 

 
 

の

都

道

府

県

別

の

数

は

、

昭

和

五

十

二

年

末

現

在

に

お

い
て

別

表

第

一

の

第

二

欄

の

と

お

り

で

あ 
 

 
 

る
。 

2 

食
品
衛
生
監
視
員
の
職
務
は
、
食
品
衛
生
法
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
同
法
第
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
施
設
等
の
臨
検
検
査
及
び
食
品
等
の
収
去
の
職
権
の
行
使
並
び
に
食
品
衛
生

に
関
す
る
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

3 

飲
食
店
そ
の
他
の
営
業
等
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
第
三
条
に
お
い
て
営
業
等
の
施
設

の
種
類
ご
と
に
監
視
又
は
指
導
の
回
数
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 



二
に
つ
い
て 

1 

食
品
と
し
て
の
農
作
物
が
農
薬
の
残
留
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
試
験
を
行
う
た
め

に
当
該
農
作
物
を
収
去
す
る
場
所
は
、
主
に
市
場
、
販
売
業
者
の
店
舗
で
あ
り
、
ま
た
、
試
験
が
行
わ
れ
る

場
所
は
、
都
道
府
県
等
の
衛
生
研
究
所
等
で
あ
る
。 

4 
食
品
関
係
営
業
等
の
都
道
府
県
別
の
施
設
数
は
、
昭
和
五
十
二
年
末
現
在
に
お
い
て
別
表
第
一
の
第
三
欄

の
と
お
り
で
あ
る
。 

当
該
試
験
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
が
承
知
し
て
い
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
八
年
度
か

ら
五
十
年
度
ま
で
の
試
験
件
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

昭
和
四
十
八
年
度 

 
 

一
、
〇
一
五
件 

同 
 

五
十
年
度 

 
 

 
 

九
〇
五
件 

同 

四
十
九
年
度 

 
 

 
 

九
二
一
件 

四 

 



4 

1
に
お
い
て
述
べ
た
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
五
十
年
度
ま
で
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
約
九
九 

3 

農
薬
の
残
留
基
準
を
含
め
、
食
品
が
食
品
衛
生
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
規
格
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
の
試
験
の
結
果
は
、
食
品
の
種
類
ご
と
に
、
四
半
期
ご
と
に
国
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る 

が
、
当
該
報
告
に
お
い
て
は
農
薬
の
残
留
基
準
に
関
す
る
試
験
結
果
に
つ
い
て
特
に
他
と
区
別
し
て
報
告
を

求
め
る
取
扱
い
に
は
な
つ
て
い
な
い
。 

2 
試
料
抜
き
取
り
か
ら
試
験
終
了
ま
で
の
所
要
日
数
は
、
試
験
の
対
象
物
及
び
試
験
の
対
象
と
な
る
農
薬
の

種
類
、
試
験
件
数
等
試
験
施
設
に
お
け
る
業
務
の
状
況
に
よ
つ
て
異
な
り
、
厚
生
省
が
承
知
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
、
お
お
む
ね
一
〇
日
か
ら
四
か
月
と
な
つ
て
い
る
。 

食
品
に
お
け
る
農
薬
の
残
留
に
関
す
る
試
験
結
果
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
試
験
を
行
つ
た
都

道
府
県
等
か
ら
国
に
対
し
報
告
が
行
わ
れ
、
ま
た
国
か
ら
も
報
告
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
件
数
は
1
に
お
い

て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

1 

食
品
に
お
け
る
農
薬
の
残
留
基
準
は
、
急
性
及
び
慢
性
毒
性
試
験
の
結
果
、
次
世
代
に
及
ぼ
す
影
響
に
関

す
る
試
験
の
結
果
等
の
毒
性
学
的
資
料
か
ら
算
出
さ
れ
た
人
体
許
容
一
日
摂
取
量
等
を
基
に
、
食
品
衛
生
調 

5 

農
薬
の
残
留
に
関
し
食
品
衛
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
の
対
象
と
な
る
農
作
物
は
、
同
法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
農
薬
の
残
留
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
米
、
き
ゆ
う
り
、
キ
ャ
ベ
ツ
等
五
三
品
目
で
あ

る
。 基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
農
作
物
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
に

応
じ
、
廃
棄
、
回
収
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
原
因
を
調
査
し
た
結
果
、
農
薬
の

使
用
実
態
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
生
産
地
及
び
生
産
農
家
に
対
し
、
農
薬
安
全
使
用
基
準
に
の
つ

と
つ
て
適
正
な
使
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
指
導
の
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

パ
ー
セ
ン
ト
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

2 

食
品
に
お
け
る
農
薬
の
残
留
基
準
は
、
他
の
農
薬
と
の
相
乗
作
用
、
慢
性
毒
性
等
を
配
慮
し
、
動
物
実
験

の
結
果
に
十
分
な
安
全
率
を
見
込
ん
で
設
定
し
て
い
る
。 

奇
形
児
の
出
生
に
つ
い
て
は
各
種
の
調
査
が
あ
る
が
、
観
察
の
時
期
、
期
間
又
は
精
度
、
奇
形
の
定
義
等
に

違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
調
査
に
よ
つ
て
差
が
あ
り
、
奇
形
児
の
出
生
頻
度
の
正
確
な
は
握
は
学
問
的
に
も
困
難

な
状
況
に
あ
る
。 

査
会
の
意
見
を
聴
い
て
設
定
し
て
い
る
。 

農
薬
事
故
に
係
る
年
次
別
の
死
亡
者
数
及
び
中
毒
者
数
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

後
期
死
産
の
推
移
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

七 

 



2 

「
昭
和
五
十
一
年
度
研
究
業
績
」
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
べ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
患
者
数
は
、
約
一
万
一
、
〇
〇
〇

人
と
推
定
さ
れ
る
。
患
者
ほ
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
が
、
や
や
北
日
本
に
多
い
傾
向
が
う
か
が
わ
れ 

 

る
。 

1 
ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
調
査
研
究
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
以
降
、
特
定
疾
患
べ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
調
査
研
究
班

に
お
い
て
継
続
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
二
年
度
の
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
、
「
昭
和
五
十
二
年
度
研
究
業

績
」
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
研
究
の
重
点
は
、
本
疾
患
の
原
因
究
明
、
治
療
法
の
改
良
に
置
か
れ
て
お

り
、
原
因
究
明
に
つ
い
て
は
、
細
菌
若
し
く
は
ウ
イ
ル
ス
、
免
疫
異
常
又
は
代
謝
異
常
と
の
関
連
、
発
症
に

関
連
す
る
宿
主
の
素
因
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
化
学
物
質
の
関
与
の
有
無
な
ど
、
多
角
的
な
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
未
だ
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。 

眼
症
状
を
合
併
す
る
患
者
は
全
体
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
失
明
者
（
視
力
〇
・
〇
一

以
下
の
患
者
）
は
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。 

八 

 



          

右
答
弁
す
る
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